
説明 参考

(1)不動産（住宅・宅地）

【基本的な考え方】

② 解除の見込み時期までの期間分を当初に一括払いをすることとし、実際の
解除時期が見込み時期を超えた場合は、超過分について追加的に賠償を行う
こととする。

※ 解除の見込み時期は、市町村の決定があればそれを踏まえて決定するこ
ととしているが、事前に特別な決定がない場合は、居住制限区域であれば事
故時点から３年、避難指示解除準備区域であれば事故時点から２年を標準と
する。

【事故発生前の価値の算定】
①  土地

②  建物
住宅については、固定資産税評価額を元に算定する方法と、建築着工統計

に基づく平均新築単価を元に算定する方法を基本とし、個別評価も可能とす
る。

不
動
産

（
住
宅
･
宅
地

）
に
対
す
る
賠
償

基準案

 ①　帰還困難区域においては、事故発生前の価値の全額を賠償し、居住制限
区域・避難指示解除準備区域は、事故時点から６年で全損として、避難指示
の解除までの期間に応じた割合分を賠償する。

※　居住制限区域・避難指示解除準備区域において、避難指示の解除時期に
応じた割合分は以下のとおり。

(事故時点から６年経過以降：全損、５年：６分の５、４年：６分の４、
３年：半額（６分の３）、２年：６分の２)

４ 財物価値の喪失又は減少等

中間指針第３の［損害項目］の１０の財物価値の喪失又
は減少等は、中間指針で示したもののほか、次のとおり
とする。

Ⅰ）帰還困難区域内の不動産に係る財物価値について
は、本件事故発生直前の価値を基準として本件事故によ
り１００パーセント減少（全損）したものと推認するこ
とができるものとする。

Ⅱ）居住制限区域内及び避難指示解除準備区域内の不動
産に係る財物価値については、避難指示解除までの期間
等を考慮して、本件事故発生直前の価値を基準として本
件事故により一定程度減少したものと推認することがで
きるものとする。

賠償基準の考え方（補足資料）
(基本方針）

①避難を余儀なくされている被害者の方々の中には、できるだけ早く帰還して生活再建をすることを希望する方や、あるいは、新たな土地に移住をすることを選択する方など、様々な立場
の方が存在する。

②このような様々な考え方の方々がいることを前提とし、賠償が個人の判断・行動に影響を与えるべきではないという指針における基本的な考え方に立ちつつ、帰還した上での生活再建
や、新たな土地における生活の開始など、それぞれの選択に可能な限り資するような賠償の枠組みとする。

③具体的には、帰還を希望する場合も、移住を希望する場合も賠償上の取扱いは同一とし、財物、精神的損害、営業損害・就労不能損害等幅広い損害項目について賠償金の一括払い
を可能とすること等により、住民の生活再建のための十分な金額を確保することとする。

※原子力損害賠償紛争審査会 中間指針第２次追補（以
下、２次追補という）

　宅地については、固定資産税評価額に１．４３倍の補正係数をかけて事故
前の時価相当額を算定する。

固定資産税評価額
（公示地価の７０％）

時価相当額

１．４３倍

３０万円
（定額）

実費請求

実際に要した費用

月１０万円×避難期間 避難継続者

遡及して支払い
帰還までの期間分

早期帰還者・滞在者月１０万円×滞在期間

２０１１年４月 ２０１２年２月末

月１０万円×滞在期間

事故前の
固定資産税評価額

新築時の
固定資産税評価額

補正後評価額
（時価相当額）

１．新築と仮定した場合の時価

外構：１０％

庭木：５％

１．７倍

新築価格 外構・庭木を含めた事故発生前の価値

経年補正（償却）

４８年
下限２０％

Ａ

Ｂ

Ｃ

３．外構・庭木

２．築年数に応じた
事故発生前の価値（建物）

家族構成

帰還困難区域 ３２５ ５９５ ６３５ ６５５ ６７５ ７１５ ７３５ ７７５

居住制限区域
避難指示解除準備区域

２４５ ４４５ ４７５ ４９０ ５０５ ５３５ ５５０ ５８０

（単位：万円）

※ 上記家族構成以外の場合も構成人数に応じて金額を算定

家財賠償額（定額）表

事故時
時間

農林業
２０１６年１２月まで

農林業以外の業種
２０１５年２月まで

給与所得
２０１４年２月まで

２年分

３年分

５年分

２０１２年１月

既払分

既払分

既払分

２０１２年３月

一括払いの算定期間

事故時の収入

転業収入等 転業収入等

収入合計

賠償対象

通常の営業・就労不能損害の賠償
今回の基準に基づく賠償

賠償

就労不能の
場合の控除
しない額の上限

５０万円

月１０万円×避難期間 避難継続者

遡及して支払い
帰還までの期間分

早期帰還者・滞在者月１０万円×滞在期間

２０１１年４月 ２０１１年９月末

月１０万円×滞在期間

１０万円（各月）

２０万円（７ヶ月分）

３５万円（５万円×７ヶ月）

２０１２年８月事故時

２０万円（７ヶ月分）

２０１３年３月

１０万円（各月）
子ども

大人

精神的損害及び生活費増加分

精神的損害及び生活費増加分

生活費増加分

精神的損害の継続

通院費用等の生活費増加分

（指針における相当期間の目安）

（時間）

事故発生前の
価値

区域見直し 解除
見込み時期

６年

全損

帰還困難区域

（賠償額）

居住制限区域

解除準備区域

土地・建物

実際の
解除時期

解除後
追加支払い

当初から
全額支払い

当初
一括払い

警戒区域 利用制限

事故時

営業損害の一括払い期間

風評被害等の賠償

帰還・営農再開

再開のための
追加的費用の賠償

従前の
収入

臨時収入、
転業収入は控除せず

庭木：５％

経年補正（償却）

庭木外構

外構：１０％

福島県平均新築単価
（H23）×建物床面積（注）

（注） 事故時点に自己の居住の用に供されていた部分

４８年
下限２０％

外構・庭木を含めた事故発生前の価値

事故時
時間

営業損害
２０１３年末まで

給与所得
２０１２年末まで

既払分

既払分

２０１２年３月

一括払いの算定期間

帰還困難区域

（賠償額）

解除準備区域
居住制限区域

解除時期が遅れた場合の
追加分

当初から全額支払い
６００万円

２０１２年６月から解除見込み時
期までの期間分（一括払い）

解除準備区域の標準期間（１年分）
（一括払い）

居住制限区域の標準期間（２年分）
（一括払い）
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３つの評価方法の比較イメージ

13.6万円/坪

築48年 築58年築33年

▲青は固定資産税評価額による算定
■緑線は建築着工統計値（H２３,福島県,木造住宅 × ４８年償却残価率２０％）による算定

個別評価
（特別な仕様の建物、広い庭園等）
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当該不動産が新築であると仮定した場合の時価相当額を算定する。

A) まず、事故前の固定資産税評価額を元に経年減点補正率（減価償却分）を
割り戻して、当該建物の新築時点での固定資産税評価額を算定する。

B)  次に、A)で算定した固定資産税評価額と新築時点での時価相当額との調整
を行うため１．７倍の補正係数をかける。

C)  さらに、新築時点と現在との物価変動幅を調整するため、それぞれの建築
年に応じた補正係数をかける。

その上で、公共用地の収用時の耐用年数（木造住宅で４８年）を基準とし、
定額法による減価償却を行い、築年数に応じた事故発生前の価値を算定す
る。また、残存価値には２０％の下限を設ける。

外構・庭木については1.で算定した時価相当額の１５％として価値を推定し
つつ、そのうち庭木分として５％は経年による償却を行わないこととする。

建物の居住部分（注）については、建築着工統計における福島県の木造住宅
の直近の平均新築単価をもとに、（ア）と同じ減価償却、残存価値の下限、
外構・庭木の評価を適用して、事故発生前の価値を算定する。

その際、築年数が４８年以上経過した建物の居住部分（注）については、最
低賠償単価(約１３．６万円/坪)を適用する。

（注）事故時点に自己の居住の用に供されていた部分

不
動
産

（
住
宅
･
宅
地

）
に
対
す
る
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１．避難指示区域の考え方　

1.
 

2. 

2. 

3. 

1. 

(イ)建築着工統計による平均新築単価から事故前価値を算定する方法

(ア)固定資産税評価額に補正係数をかけて事故前価値を算定する方法

固定資産税評価額
（公示地価の７０％）

時価相当額

１．４３倍

３０万円
（定額）

実費請求

実際に要した費用

月１０万円×避難期間 避難継続者

遡及して支払い
帰還までの期間分

早期帰還者・滞在者月１０万円×滞在期間

２０１１年４月 ２０１２年２月末

月１０万円×滞在期間

事故前の
固定資産税評価額

新築時の
固定資産税評価額

補正後評価額
（時価相当額）

１．新築と仮定した場合の時価

外構：１０％

庭木：５％

１．７倍

新築価格 外構・庭木を含めた事故発生前の価値

経年補正（償却）

４８年
下限２０％

Ａ

Ｂ

Ｃ

３．外構・庭木

２．築年数に応じた
事故発生前の価値（建物）

家族構成

帰還困難区域 ３２５ ５９５ ６３５ ６５５ ６７５ ７１５ ７３５ ７７５

居住制限区域
避難指示解除準備区域

２４５ ４４５ ４７５ ４９０ ５０５ ５３５ ５５０ ５８０

（単位：万円）

※ 上記家族構成以外の場合も構成人数に応じて金額を算定

家財賠償額（定額）表

事故時
時間

農林業
２０１６年１２月まで

農林業以外の業種
２０１５年２月まで

給与所得
２０１４年２月まで

２年分

３年分

５年分

２０１２年１月

既払分

既払分

既払分

２０１２年３月

一括払いの算定期間

事故時の収入

転業収入等 転業収入等

収入合計

賠償対象

通常の営業・就労不能損害の賠償
今回の基準に基づく賠償

賠償

就労不能の
場合の控除
しない額の上限

５０万円

月１０万円×避難期間 避難継続者

遡及して支払い
帰還までの期間分

早期帰還者・滞在者月１０万円×滞在期間

２０１１年４月 ２０１１年９月末

月１０万円×滞在期間

１０万円（各月）

２０万円（７ヶ月分）

３５万円（５万円×７ヶ月）

２０１２年８月事故時

２０万円（７ヶ月分）

２０１３年３月

１０万円（各月）
子ども

大人

精神的損害及び生活費増加分

精神的損害及び生活費増加分

生活費増加分

精神的損害の継続

通院費用等の生活費増加分

（指針における相当期間の目安）

（時間）

事故発生前の
価値

区域見直し 解除
見込み時期

６年

全損

帰還困難区域

（賠償額）

居住制限区域

解除準備区域

土地・建物

実際の
解除時期

解除後
追加支払い

当初から
全額支払い

当初
一括払い

警戒区域 利用制限

事故時

営業損害の一括払い期間

風評被害等の賠償

帰還・営農再開

再開のための
追加的費用の賠償

従前の
収入

臨時収入、
転業収入は控除せず

庭木：５％

経年補正（償却）

庭木外構

外構：１０％

福島県平均新築単価
（H23）×建物床面積（注）

（注） 事故時点に自己の居住の用に供されていた部分

４８年
下限２０％

外構・庭木を含めた事故発生前の価値

事故時
時間

営業損害
２０１３年末まで

給与所得
２０１２年末まで

既払分

既払分

２０１２年３月

一括払いの算定期間

帰還困難区域

（賠償額）

解除準備区域
居住制限区域

解除時期が遅れた場合の
追加分

当初から全額支払い
６００万円

２０１２年６月から解除見込み時
期までの期間分（一括払い）

解除準備区域の標準期間（１年分）
（一括払い）

居住制限区域の標準期間（２年分）
（一括払い）
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▲青は固定資産税評価額による算定
■緑線は建築着工統計値（H２３,福島県,木造住宅 × ４８年償却残価率２０％）による算定

個別評価
（特別な仕様の建物、広い庭園等）
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③  住宅の修復費用等

【事業用の不動産等の賠償】

(2)家財に対する賠償　

不
動
産

（
住
宅
・
宅
地

）
に
対
す
る
賠
償

１．避難指示区域の考え方　

①  家族構成に応じて算定した定額の賠償とし、帰還困難区域は、避難指示期間
中の立入などの条件が異なり、家財の使用が大きく制限されること等から、居住
制限区域・避難指示解除準備区域と比較して一定程度高くなる設定とする。

事
業
用

家
財
に
対
す
る
賠
償

②  損害の総額が定額を上回る場合には個別評価による賠償も選択可能とする。

事業用不動産や償却資産、田畑、森林等については、その収益性は営業損害の
賠償に反映することを基本とし、加えて、資産価値についても別途賠償を行うこ
ととするが、適切な評価方法については継続して検討する。

　住宅について、早期に修繕等を行いたいという要望も強いことから、基準公
表後、建物の賠償の一部前払いとして、建物の床面積に応じた修復費用等を速
やかに先行払いすることとする。

※　具体的には、個人所有の建物について、当該床面積に比例した金額（１㎡
当たり約１．４万円）を支払うこととする。

※第２次追補
（備考）
「本件事故発生直前の価値」は、例えば居住用の建物に
あっては同等の建物を取得することができるような価格
とすることに配慮する等、個別具体的な事情に応じて合
理的に評価するものとする。

※ なお、居住制限区域・避難指示解除準備区域は立入回数がより多くなると
いう前提で、立入に要する費用を算定し、一括払いを行う。

　土地・建物について、様々な事情により、（ア）や（イ）の算定方法が適用
できない場合には、別途個別評価を行う。その際、契約書等から実際の取得価
格を確認し賠償額の算定に用いる方法なども検討する。

(ウ)個別評価

固定資産税評価額
（公示地価の７０％）

時価相当額

１．４３倍

３０万円
（定額）

実費請求

実際に要した費用

月１０万円×避難期間 避難継続者

遡及して支払い
帰還までの期間分

早期帰還者・滞在者月１０万円×滞在期間

２０１１年４月 ２０１２年２月末

月１０万円×滞在期間

事故前の
固定資産税評価額

新築時の
固定資産税評価額

補正後評価額
（時価相当額）

１．新築と仮定した場合の時価

外構：１０％

庭木：５％

１．７倍

新築価格 外構・庭木を含めた事故発生前の価値

経年補正（償却）

４８年
下限２０％

Ａ

Ｂ

Ｃ

３．外構・庭木

２．築年数に応じた
事故発生前の価値（建物）

家族構成

帰還困難区域 ３２５ ５９５ ６３５ ６５５ ６７５ ７１５ ７３５ ７７５

居住制限区域
避難指示解除準備区域

２４５ ４４５ ４７５ ４９０ ５０５ ５３５ ５５０ ５８０

（単位：万円）

※ 上記家族構成以外の場合も構成人数に応じて金額を算定

家財賠償額（定額）表

事故時
時間

農林業
２０１６年１２月まで

農林業以外の業種
２０１５年２月まで

給与所得
２０１４年２月まで

２年分

３年分

５年分

２０１２年１月

既払分

既払分

既払分

２０１２年３月

一括払いの算定期間

事故時の収入

転業収入等 転業収入等

収入合計

賠償対象

通常の営業・就労不能損害の賠償
今回の基準に基づく賠償

賠償

就労不能の
場合の控除
しない額の上限

５０万円

月１０万円×避難期間 避難継続者

遡及して支払い
帰還までの期間分

早期帰還者・滞在者月１０万円×滞在期間

２０１１年４月 ２０１１年９月末

月１０万円×滞在期間

１０万円（各月）

２０万円（７ヶ月分）

３５万円（５万円×７ヶ月）

２０１２年８月事故時

２０万円（７ヶ月分）

２０１３年３月

１０万円（各月）
子ども

大人

精神的損害及び生活費増加分

精神的損害及び生活費増加分

生活費増加分

精神的損害の継続

通院費用等の生活費増加分

（指針における相当期間の目安）

（時間）

事故発生前の
価値

区域見直し 解除
見込み時期

６年

全損

帰還困難区域

（賠償額）

居住制限区域

解除準備区域

土地・建物

実際の
解除時期

解除後
追加支払い

当初から
全額支払い

当初
一括払い

警戒区域 利用制限

事故時

営業損害の一括払い期間

風評被害等の賠償

帰還・営農再開

再開のための
追加的費用の賠償

従前の
収入

臨時収入、
転業収入は控除せず

庭木：５％

経年補正（償却）

庭木外構

外構：１０％

福島県平均新築単価
（H23）×建物床面積（注）

（注） 事故時点に自己の居住の用に供されていた部分

４８年
下限２０％

外構・庭木を含めた事故発生前の価値

事故時
時間

営業損害
２０１３年末まで

給与所得
２０１２年末まで

既払分

既払分

２０１２年３月

一括払いの算定期間

帰還困難区域

（賠償額）

解除準備区域
居住制限区域

解除時期が遅れた場合の
追加分

当初から全額支払い
６００万円

２０１２年６月から解除見込み時
期までの期間分（一括払い）

解除準備区域の標準期間（１年分）
（一括払い）

居住制限区域の標準期間（２年分）
（一括払い）
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築年数

３つの評価方法の比較イメージ

13.6万円/坪

築48年 築58年築33年

▲青は固定資産税評価額による算定
■緑線は建築着工統計値（H２３,福島県,木造住宅 × ４８年償却残価率２０％）による算定

個別評価
（特別な仕様の建物、広い庭園等）
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(3) 営業損害・就労不能損害に対する賠償　

※１　一括払いの算定期間は、農林業については、２０１２年１月分から２
０１６年１２月分まで。ただし、２０１２年１月分から２０１２年６月分に
ついて既に支払われたか、又は支払われる予定の額があるときには、その額
を除いた額とする。

※２　一括払いの算定期間は２０１２年３月分から２０１５年２月分まで。
ただし、２０１２年３月～６月分について既に支払われたか、又は支払われ
る予定の額があるときには、その額を除いた額とする。

※３　一括払いの算定期間は２０１２年３月分から２０１４年２月分まで。
ただし、２０１２年３月～５月について支払われた、又は支払われる予定の
額があるときには、その額を控除した額とする。

※４　漁業については検討中。

※５　大企業（同規模の公益法人を含む。以下同じ）については、一括払い
の対象外とする。

※公共用地の取得に伴う損失補償基準

農業の営業損害は、３年、それ以外の営業は２年。（給
与所得者に関しては、雇用者に対し、解雇予告期間（３
０日分）の給与、又は、６カ月～１年の休業手当相当額
を補償。）

営
業
損
害
･
就
労
不
能
損
害
に
対
す
る
賠
償

①  営業損害、就労不能損害の一括払い
従来の一定期間毎における実損害を賠償する方法に加え、一定年数分の営業損
害、就労不能損害を一括で支払う方法を用意する。

(ア)  農林業　　　　　　　　  　：５年分 ※１

１．避難指示区域の考え方　

(ウ)  給与所得：　　　　　　　　：２年分 ※３

(イ)  その他の業種　　　　　　　：３年分 ※２

固定資産税評価額
（公示地価の７０％）

時価相当額

１．４３倍

３０万円
（定額）

実費請求

実際に要した費用

月１０万円×避難期間 避難継続者

遡及して支払い
帰還までの期間分

早期帰還者・滞在者月１０万円×滞在期間

２０１１年４月 ２０１２年２月末

月１０万円×滞在期間

事故前の
固定資産税評価額

新築時の
固定資産税評価額

補正後評価額
（時価相当額）

１．新築と仮定した場合の時価

外構：１０％

庭木：５％

１．７倍

新築価格 外構・庭木を含めた事故発生前の価値

経年補正（償却）

４８年
下限２０％

Ａ

Ｂ

Ｃ

３．外構・庭木

２．築年数に応じた
事故発生前の価値（建物）

家族構成

帰還困難区域 ３２５ ５９５ ６３５ ６５５ ６７５ ７１５ ７３５ ７７５

居住制限区域
避難指示解除準備区域

２４５ ４４５ ４７５ ４９０ ５０５ ５３５ ５５０ ５８０

（単位：万円）

※ 上記家族構成以外の場合も構成人数に応じて金額を算定

家財賠償額（定額）表

事故時
時間

農林業
２０１６年１２月まで

農林業以外の業種
２０１５年２月まで

給与所得
２０１４年２月まで

２年分

３年分

５年分

２０１２年１月

既払分

既払分

既払分

２０１２年３月

一括払いの算定期間

事故時の収入

転業収入等 転業収入等

収入合計

賠償対象

通常の営業・就労不能損害の賠償
今回の基準に基づく賠償

賠償

就労不能の
場合の控除
しない額の上限

５０万円

月１０万円×避難期間 避難継続者

遡及して支払い
帰還までの期間分

早期帰還者・滞在者月１０万円×滞在期間

２０１１年４月 ２０１１年９月末

月１０万円×滞在期間

１０万円（各月）

２０万円（７ヶ月分）

３５万円（５万円×７ヶ月）

２０１２年８月事故時

２０万円（７ヶ月分）

２０１３年３月

１０万円（各月）
子ども

大人

精神的損害及び生活費増加分

精神的損害及び生活費増加分

生活費増加分

精神的損害の継続

通院費用等の生活費増加分

（指針における相当期間の目安）

（時間）

事故発生前の
価値

区域見直し 解除
見込み時期

６年

全損

帰還困難区域

（賠償額）

居住制限区域

解除準備区域

土地・建物

実際の
解除時期

解除後
追加支払い

当初から
全額支払い

当初
一括払い

警戒区域 利用制限

事故時

営業損害の一括払い期間

風評被害等の賠償

帰還・営農再開

再開のための
追加的費用の賠償

従前の
収入

臨時収入、
転業収入は控除せず

庭木：５％

経年補正（償却）

庭木外構

外構：１０％

福島県平均新築単価
（H23）×建物床面積（注）

（注） 事故時点に自己の居住の用に供されていた部分

４８年
下限２０％

外構・庭木を含めた事故発生前の価値

事故時
時間

営業損害
２０１３年末まで

給与所得
２０１２年末まで

既払分

既払分

２０１２年３月

一括払いの算定期間

帰還困難区域

（賠償額）

解除準備区域
居住制限区域

解除時期が遅れた場合の
追加分

当初から全額支払い
６００万円

２０１２年６月から解除見込み時
期までの期間分（一括払い）

解除準備区域の標準期間（１年分）
（一括払い）

居住制限区域の標準期間（２年分）
（一括払い）
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３つの評価方法の比較イメージ

13.6万円/坪

築48年 築58年築33年

▲青は固定資産税評価額による算定
■緑線は建築着工統計値（H２３,福島県,木造住宅 × ４８年償却残価率２０％）による算定

個別評価
（特別な仕様の建物、広い庭園等）
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③  事業再開費用等

帰還して営農や営業を再開する場合、その際に必要な追加的費用に加え、一括
払いの対象期間終了後の風評被害についても別途賠償の対象とする。

※第２次追補
（備考）
　
３）Ⅱ）について、営業損害を被った事業者において、
本件事故後の営業・就労（転業・転職や臨時の営業・就
労を含む。）によって得られた利益や給与等があれば、
これらの営業・就労が本件事故がなければ従前の事業活
動に仕向けられていたものである限り、損害額から控除
するのが原則と考えられる。しかしながら、本件事故に
は突然かつ広範囲に多数の者の生活や事業等に被害が生
じたという特殊性があり、被害者が営業・就労を行うこ
とが通常より困難な場合があり得る。また、これらの営
業・就労によって得られた利益や給与等を一律に全て控
除すると、こうした営業・就労をあえて行わない者の損
害額は減少しない一方、こうした営業・就労を行うほど
賠償される損害額は減少することになる。このため、当
該利益や給与等について、一定の期間又は一定の額の範
囲を「特別の努力」によるものとして損害額から控除し
ない等の「合理的かつ柔軟な対応」が必要である。

②  営業・就労再開等による収入は差し引かず

営業損害及び就労不能損害の賠償対象者が、営業・就労再開、転業・転職によ
り収入を得た場合、一括払いの算定期間中の当該収入分の控除は行わない。

※２　就労不能損害で控除を行わない収入は月額５０万円を上限とする。

１．避難指示区域の考え方　
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に
対
す
る
賠
償

※１　大企業は、本取扱いの適応対象外とする。

固定資産税評価額
（公示地価の７０％）

時価相当額

１．４３倍

３０万円
（定額）

実費請求

実際に要した費用

月１０万円×避難期間 避難継続者

遡及して支払い
帰還までの期間分

早期帰還者・滞在者月１０万円×滞在期間

２０１１年４月 ２０１２年２月末

月１０万円×滞在期間

事故前の
固定資産税評価額

新築時の
固定資産税評価額

補正後評価額
（時価相当額）

１．新築と仮定した場合の時価

外構：１０％

庭木：５％

１．７倍

新築価格 外構・庭木を含めた事故発生前の価値

経年補正（償却）

４８年
下限２０％

Ａ

Ｂ

Ｃ

３．外構・庭木

２．築年数に応じた
事故発生前の価値（建物）

家族構成

帰還困難区域 ３２５ ５９５ ６３５ ６５５ ６７５ ７１５ ７３５ ７７５

居住制限区域
避難指示解除準備区域

２４５ ４４５ ４７５ ４９０ ５０５ ５３５ ５５０ ５８０

（単位：万円）

※ 上記家族構成以外の場合も構成人数に応じて金額を算定

家財賠償額（定額）表

事故時
時間

農林業
２０１６年１２月まで

農林業以外の業種
２０１５年２月まで

給与所得
２０１４年２月まで

２年分

３年分

５年分

２０１２年１月

既払分

既払分

既払分

２０１２年３月

一括払いの算定期間

事故時の収入

転業収入等 転業収入等

収入合計

賠償対象

通常の営業・就労不能損害の賠償
今回の基準に基づく賠償

賠償

就労不能の
場合の控除
しない額の上限

５０万円

月１０万円×避難期間 避難継続者

遡及して支払い
帰還までの期間分

早期帰還者・滞在者月１０万円×滞在期間

２０１１年４月 ２０１１年９月末

月１０万円×滞在期間

１０万円（各月）

２０万円（７ヶ月分）

３５万円（５万円×７ヶ月）

２０１２年８月事故時

２０万円（７ヶ月分）

２０１３年３月

１０万円（各月）
子ども

大人

精神的損害及び生活費増加分

精神的損害及び生活費増加分

生活費増加分

精神的損害の継続

通院費用等の生活費増加分

（指針における相当期間の目安）

（時間）

事故発生前の
価値

区域見直し 解除
見込み時期

６年

全損

帰還困難区域

（賠償額）

居住制限区域

解除準備区域

土地・建物

実際の
解除時期

解除後
追加支払い

当初から
全額支払い

当初
一括払い

警戒区域 利用制限

事故時

営業損害の一括払い期間

風評被害等の賠償

帰還・営農再開

再開のための
追加的費用の賠償

従前の
収入

臨時収入、
転業収入は控除せず

庭木：５％

経年補正（償却）

庭木外構

外構：１０％

福島県平均新築単価
（H23）×建物床面積（注）

（注） 事故時点に自己の居住の用に供されていた部分

４８年
下限２０％

外構・庭木を含めた事故発生前の価値

事故時
時間

営業損害
２０１３年末まで

給与所得
２０１２年末まで

既払分

既払分

２０１２年３月

一括払いの算定期間

帰還困難区域

（賠償額）

解除準備区域
居住制限区域

解除時期が遅れた場合の
追加分

当初から全額支払い
６００万円

２０１２年６月から解除見込み時
期までの期間分（一括払い）

解除準備区域の標準期間（１年分）
（一括払い）

居住制限区域の標準期間（２年分）
（一括払い）
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３つの評価方法の比較イメージ

13.6万円/坪

築48年 築58年築33年

▲青は固定資産税評価額による算定
■緑線は建築着工統計値（H２３,福島県,木造住宅 × ４８年償却残価率２０％）による算定

個別評価
（特別な仕様の建物、広い庭園等）
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(4)精神的損害に対する賠償　 ※第２次追補

　

②  居住制限区域、避難指示解除準備区域について、解除の見込み時期が①の標
準期間を超える場合には、解除見込み時期に応じた期間分の一括払いを行う。
　　その上で、実際の解除時期が標準の期間や解除の見込み時期を超えた場合
は、超過分の期間について追加的に賠償を行うこととする。

１　避難費用及び精神的損害

Ⅲ）Ⅰ）の第３期における精神的損害の具体的な損害額
（避難費用のうち通常の範囲の生活費の増加費用を含
む。）の算定に当たっては、避難者の住居があった地域
に応じて、以下のとおりとする。
① 避難指示区域見直しに伴い避難指示解除準備区域に
設定された地域については、一人月額１０万円を目安と
する。
② 避難指示区域見直しに伴い居住制限区域に設定され
た地域については、一人月額１０万円を目安とした上、
概ね２年分としてまとめて一人２４０万円の請求をする
ことができるものとする。但し、避難指示解除までの期
間が長期化した場合は、賠償の対象となる期間に応じて
追加する。
③ 避難指示区域見直しに伴い帰還困難区域に設定され
た地域については、一人６００万円を目安とする。
Ⅳ）中間指針において避難費用及び精神的損害が特段の
事情がある場合を除き賠償の対象とはならないとしてい
る「避難指示等の解除等から相当期間経過後」の「相当
期間」は、避難指示区域については今後の状況を踏まえ
て判断されるべきものとする。

精
神
的
損
害
に
対
す
る
賠
償

１．避難指示区域の考え方　

①  ２０１２年６月以降の精神的損害について、帰還困難区域で６００万円、居
住制限区域で２４０万円（２年分）、避難指示解除準備区域で１２０万円（１年
分）を標準とし、一括払いを行う。

固定資産税評価額
（公示地価の７０％）

時価相当額

１．４３倍

３０万円
（定額）

実費請求

実際に要した費用

月１０万円×避難期間 避難継続者

遡及して支払い
帰還までの期間分

早期帰還者・滞在者月１０万円×滞在期間

２０１１年４月 ２０１２年２月末

月１０万円×滞在期間

事故前の
固定資産税評価額

新築時の
固定資産税評価額

補正後評価額
（時価相当額）

１．新築と仮定した場合の時価

外構：１０％

庭木：５％

１．７倍

新築価格 外構・庭木を含めた事故発生前の価値

経年補正（償却）

４８年
下限２０％

Ａ

Ｂ

Ｃ

３．外構・庭木

２．築年数に応じた
事故発生前の価値（建物）

家族構成

帰還困難区域 ３２５ ５９５ ６３５ ６５５ ６７５ ７１５ ７３５ ７７５

居住制限区域
避難指示解除準備区域

２４５ ４４５ ４７５ ４９０ ５０５ ５３５ ５５０ ５８０

（単位：万円）

※ 上記家族構成以外の場合も構成人数に応じて金額を算定

家財賠償額（定額）表

事故時
時間

農林業
２０１６年１２月まで

農林業以外の業種
２０１５年２月まで

給与所得
２０１４年２月まで

２年分

３年分

５年分

２０１２年１月

既払分

既払分

既払分

２０１２年３月

一括払いの算定期間

事故時の収入

転業収入等 転業収入等

収入合計

賠償対象

通常の営業・就労不能損害の賠償
今回の基準に基づく賠償

賠償

就労不能の
場合の控除
しない額の上限

５０万円

月１０万円×避難期間 避難継続者

遡及して支払い
帰還までの期間分

早期帰還者・滞在者月１０万円×滞在期間

２０１１年４月 ２０１１年９月末

月１０万円×滞在期間

１０万円（各月）

２０万円（７ヶ月分）

３５万円（５万円×７ヶ月）

２０１２年８月事故時

２０万円（７ヶ月分）

２０１３年３月

１０万円（各月）
子ども

大人

精神的損害及び生活費増加分

精神的損害及び生活費増加分

生活費増加分

精神的損害の継続

通院費用等の生活費増加分

（指針における相当期間の目安）

（時間）

事故発生前の
価値

区域見直し 解除
見込み時期

６年

全損

帰還困難区域

（賠償額）

居住制限区域

解除準備区域

土地・建物

実際の
解除時期

解除後
追加支払い

当初から
全額支払い

当初
一括払い

警戒区域 利用制限

事故時

営業損害の一括払い期間

風評被害等の賠償

帰還・営農再開

再開のための
追加的費用の賠償

従前の
収入

臨時収入、
転業収入は控除せず

庭木：５％

経年補正（償却）

庭木外構

外構：１０％

福島県平均新築単価
（H23）×建物床面積（注）

（注） 事故時点に自己の居住の用に供されていた部分

４８年
下限２０％

外構・庭木を含めた事故発生前の価値

事故時
時間

営業損害
２０１３年末まで

給与所得
２０１２年末まで

既払分

既払分

２０１２年３月

一括払いの算定期間

帰還困難区域

（賠償額）

解除準備区域
居住制限区域

解除時期が遅れた場合の
追加分

当初から全額支払い
６００万円

２０１２年６月から解除見込み時
期までの期間分（一括払い）

解除準備区域の標準期間（１年分）
（一括払い）

居住制限区域の標準期間（２年分）
（一括払い）
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▲青は固定資産税評価額による算定
■緑線は建築着工統計値（H２３,福島県,木造住宅 × ４８年償却残価率２０％）による算定

個別評価
（特別な仕様の建物、広い庭園等）
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(1)  住宅等の補修・清掃費用 第２次追補

営業損害については、２０１３年１２月分まで、就労不能損害（勤務先が避難指
示区域外の場合）については、２０１２年１２月分まで継続するとともに、一括
払いの選択肢を用意する。また、一括払いの算定期間中の追加的な収入について
は賠償金から控除しない。

2.旧緊急時避難準備区域等における賠償の方針　

(3)  営業損害・就労不能損害の賠償

(2)  精神的損害・避難費用等の賠償

１　（２）　旧緊急時避難準備区域
中間指針第３の［対象区域］のうち、「(4) 緊急時避難
準備区域」については、平成２３年９月３０日に解除さ
れていること等を踏まえ、当該区域（以下「旧緊急時避
難準備区域」という。）内に住居があった者の避難費用
及び精神的損害は、次のとおりとする。
（指針）
Ⅰ）中間指針の第３期において賠償すべき避難費用及び
精神的損害並びにそれらの損害額の算定方法は、引き続
き中間指針第３の［損害項目］の２及び６で示したとお
りとする。
Ⅱ）中間指針の第３期における精神的損害の具体的な損
害額（避難費用のうち通常の範囲の生活費の増加費用を
含む。）の算定に当たっては、一人月額１０万円を目安
とする。
Ⅲ）中間指針において避難費用及び精神的損害が特段の
事情がある場合を除き賠償の対象とはならないとしてい
る「避難指示等の解除等から相当期間経過後」の「相当
期間」は、旧緊急時避難準備区域については平成２４年
８月末までを目安とする。但し、同区域のうち楢葉町の
区域については、同町の避難指示区域について解除後
「相当期間」（前記(1)の（指針）Ⅳ））が経過した時
点までとする。

住宅等の補修・清掃等に要する費用として、３０万円の定額の賠償を行うことと
し、これを上回る場合は実損額に基づき賠償するものとする。

中学生以下の年少者の精神的損害について月額５万円として２０１３年３月分ま
で継続するとともに、全住民について、通院交通費等生活費の増加分として、２
０１３年３月分までを一括して一人当たり２０万円を支払うこととする。

固定資産税評価額
（公示地価の７０％）

時価相当額

１．４３倍

３０万円
（定額）

実費請求

実際に要した費用

月１０万円×避難期間 避難継続者

遡及して支払い
帰還までの期間分

早期帰還者・滞在者月１０万円×滞在期間

２０１１年４月 ２０１２年２月末

月１０万円×滞在期間

事故前の
固定資産税評価額

新築時の
固定資産税評価額

補正後評価額
（時価相当額）

１．新築と仮定した場合の時価

外構：１０％

庭木：５％

１．７倍

新築価格 外構・庭木を含めた事故発生前の価値

経年補正（償却）

４８年
下限２０％

Ａ

Ｂ

Ｃ

３．外構・庭木

２．築年数に応じた
事故発生前の価値（建物）

家族構成

帰還困難区域 ３２５ ５９５ ６３５ ６５５ ６７５ ７１５ ７３５ ７７５

居住制限区域
避難指示解除準備区域

２４５ ４４５ ４７５ ４９０ ５０５ ５３５ ５５０ ５８０

（単位：万円）

※ 上記家族構成以外の場合も構成人数に応じて金額を算定

家財賠償額（定額）表

事故時
時間

農林業
２０１６年１２月まで

農林業以外の業種
２０１５年２月まで

給与所得
２０１４年２月まで

２年分

３年分

５年分

２０１２年１月

既払分

既払分

既払分

２０１２年３月

一括払いの算定期間

事故時の収入

転業収入等 転業収入等

収入合計

賠償対象

通常の営業・就労不能損害の賠償
今回の基準に基づく賠償

賠償

就労不能の
場合の控除
しない額の上限

５０万円

月１０万円×避難期間 避難継続者

遡及して支払い
帰還までの期間分

早期帰還者・滞在者月１０万円×滞在期間

２０１１年４月 ２０１１年９月末

月１０万円×滞在期間

１０万円（各月）

２０万円（７ヶ月分）

３５万円（５万円×７ヶ月）

２０１２年８月事故時

２０万円（７ヶ月分）

２０１３年３月

１０万円（各月）
子ども

大人

精神的損害及び生活費増加分

精神的損害及び生活費増加分

生活費増加分

精神的損害の継続

通院費用等の生活費増加分

（指針における相当期間の目安）

（時間）

事故発生前の
価値

区域見直し 解除
見込み時期

６年

全損

帰還困難区域

（賠償額）

居住制限区域

解除準備区域

土地・建物

実際の
解除時期

解除後
追加支払い

当初から
全額支払い

当初
一括払い

警戒区域 利用制限

事故時

営業損害の一括払い期間

風評被害等の賠償

帰還・営農再開

再開のための
追加的費用の賠償

従前の
収入

臨時収入、
転業収入は控除せず

庭木：５％

経年補正（償却）

庭木外構

外構：１０％

福島県平均新築単価
（H23）×建物床面積（注）

（注） 事故時点に自己の居住の用に供されていた部分

４８年
下限２０％

外構・庭木を含めた事故発生前の価値

事故時
時間

営業損害
２０１３年末まで

給与所得
２０１２年末まで

既払分

既払分

２０１２年３月

一括払いの算定期間

帰還困難区域

（賠償額）

解除準備区域
居住制限区域

解除時期が遅れた場合の
追加分

当初から全額支払い
６００万円

２０１２年６月から解除見込み時
期までの期間分（一括払い）

解除準備区域の標準期間（１年分）
（一括払い）

居住制限区域の標準期間（２年分）
（一括払い）
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▲青は固定資産税評価額による算定
■緑線は建築着工統計値（H２３,福島県,木造住宅 × ４８年償却残価率２０％）による算定

個別評価
（特別な仕様の建物、広い庭園等）
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(4)  早期帰還者等への精神的損害の賠償

(5)  旧屋内退避区域等への対応

旧屋内退避区域及び南相馬市の一部については、避難継続者に対して２０１１年
９月末まで精神的損害の賠償が支払われていたことから、早期帰還者及び滞在者
に対してもその間の精神的損害の賠償について遡って支払いを行う。また、家屋
の賠償、営業損害等についても、旧緊急時避難準備区域の考え方に準じた扱いと
する。

2.旧緊急時避難準備区域等における賠償の方針　

早期帰還者・滞在者については、避難継続者との賠償の差異を解消する観点か
ら、遡って支払いを行う。

固定資産税評価額
（公示地価の７０％）

時価相当額

１．４３倍

３０万円
（定額）

実費請求

実際に要した費用

月１０万円×避難期間 避難継続者

遡及して支払い
帰還までの期間分

早期帰還者・滞在者月１０万円×滞在期間

２０１１年４月 ２０１２年２月末

月１０万円×滞在期間

事故前の
固定資産税評価額

新築時の
固定資産税評価額

補正後評価額
（時価相当額）

１．新築と仮定した場合の時価

外構：１０％

庭木：５％

１．７倍

新築価格 外構・庭木を含めた事故発生前の価値

経年補正（償却）

４８年
下限２０％

Ａ

Ｂ

Ｃ

３．外構・庭木

２．築年数に応じた
事故発生前の価値（建物）

家族構成

帰還困難区域 ３２５ ５９５ ６３５ ６５５ ６７５ ７１５ ７３５ ７７５

居住制限区域
避難指示解除準備区域

２４５ ４４５ ４７５ ４９０ ５０５ ５３５ ５５０ ５８０

（単位：万円）

※ 上記家族構成以外の場合も構成人数に応じて金額を算定

家財賠償額（定額）表

事故時
時間

農林業
２０１６年１２月まで

農林業以外の業種
２０１５年２月まで

給与所得
２０１４年２月まで

２年分

３年分

５年分

２０１２年１月

既払分

既払分

既払分

２０１２年３月

一括払いの算定期間

事故時の収入

転業収入等 転業収入等

収入合計

賠償対象

通常の営業・就労不能損害の賠償
今回の基準に基づく賠償

賠償

就労不能の
場合の控除
しない額の上限

５０万円

月１０万円×避難期間 避難継続者

遡及して支払い
帰還までの期間分

早期帰還者・滞在者月１０万円×滞在期間

２０１１年４月 ２０１１年９月末

月１０万円×滞在期間

１０万円（各月）

２０万円（７ヶ月分）

３５万円（５万円×７ヶ月）

２０１２年８月事故時

２０万円（７ヶ月分）

２０１３年３月

１０万円（各月）
子ども

大人

精神的損害及び生活費増加分

精神的損害及び生活費増加分

生活費増加分

精神的損害の継続

通院費用等の生活費増加分

（指針における相当期間の目安）

（時間）

事故発生前の
価値

区域見直し 解除
見込み時期

６年

全損

帰還困難区域

（賠償額）

居住制限区域

解除準備区域

土地・建物

実際の
解除時期

解除後
追加支払い

当初から
全額支払い

当初
一括払い

警戒区域 利用制限

事故時

営業損害の一括払い期間

風評被害等の賠償

帰還・営農再開

再開のための
追加的費用の賠償

従前の
収入

臨時収入、
転業収入は控除せず

庭木：５％

経年補正（償却）

庭木外構

外構：１０％

福島県平均新築単価
（H23）×建物床面積（注）

（注） 事故時点に自己の居住の用に供されていた部分

４８年
下限２０％

外構・庭木を含めた事故発生前の価値

事故時
時間

営業損害
２０１３年末まで

給与所得
２０１２年末まで

既払分

既払分

２０１２年３月

一括払いの算定期間

帰還困難区域

（賠償額）

解除準備区域
居住制限区域

解除時期が遅れた場合の
追加分

当初から全額支払い
６００万円

２０１２年６月から解除見込み時
期までの期間分（一括払い）

解除準備区域の標準期間（１年分）
（一括払い）

居住制限区域の標準期間（２年分）
（一括払い）

0

10

20

30

40

50

60

70

0 10 20 30 40 50 60 70

万
円
/
坪

築年数

３つの評価方法の比較イメージ

13.6万円/坪

築48年 築58年築33年

▲青は固定資産税評価額による算定
■緑線は建築着工統計値（H２３,福島県,木造住宅 × ４８年償却残価率２０％）による算定

個別評価
（特別な仕様の建物、広い庭園等）
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＜参考＞福島の復興及び再生に向けた取組

①災害公営住宅の供給等
■入居者資格の特例：避難指示区域からの避難者については、収入にかかわらず公営住宅
へ入居できるよう措置。

■整備に係る補助の特例：避難指示区域からの避難者向けの災害公営住宅の整備につい
て、激甚災害により住宅を失った被災者向けに整備する場合と同様の引き上げられた補助
率（３／４）を適用。（通常は、約４５％。整備については東日本大震災復興交付金の活
用が可能。この場合、追加的な国庫補助を加えた補助率は７／８を適用。）

■用途廃止・譲渡の特例：避難者向けに整備した災害公営住宅の柔軟な用途廃止や譲渡が
可能となるよう措置。
→公営住宅としての需要が無くなった場合には、事後の報告により用途廃止が可能。（通
常は、国土交通大臣の承認が必要。）
→耐用年限が１／６を経過し、公営住宅として維持管理する必要がない場合は譲渡可能。
（通常は、耐用年限の１／４経過）
→譲渡対価の使途については、地域住宅計画に基づく事業に充てることが可能。（通常
は、公営住宅の整備・修繕費用等に充てなければならない。）

②住宅金融支援機構の災害復興住宅融資の提供
避難指示区域の住宅に代わる住宅を取得する費用について、東日本大震災の被災者向けの

住宅金融支援機構の災害復興住宅融資※の対象とするよう措置。
→住宅が滅失したか否かにかかわらず、避難指示区域に存在する住宅の代替住宅を融資対
象化。（通常は、滅失した住宅のみ）
※当初５年間金利０％、６～１０年目は、通常金利から△約０．５％引き下げ。

③都市再生機構による業務の受託
都市再生機構が、避難者向け住宅等の整備に係る福島県等の事業について本来業務として

受託できるよう措置。

④居住安定協議会の設置
福島県及び移転元市町村は、災害公営住宅の整備等に当たり移転先の地方公共団体等との

調整を行う場としての協議会を組織可能。

東 日 本 大
震 災 復 興
特 別 区 域
法

⑤東日本大震災特別家賃低減事業
東日本大震災の被災者のうち、特に低所得な入居者の家賃負担について、通常の公営住

宅家賃から更に軽減するため、地方公共団体による特別な家賃の低減事業に対して、国から
支援を行う（補助率１／２、東日本大震災復興交付金を活用することも可能。この場合追加
的な国庫補助を加えた補助率は３／４を適用）。

（１）政策的取組
○原子力災害からの復興・再生の推進を図るため福島復興再生特別措置法を制定し、同法に基づく福島
復興再生基本方針にそって総合的な施策を実施。基本方針においては福島全域を対象とする施策に加
え、避難解除等区域等について以下の事項等を特記。
（１）産業の復興及び再生（既存産業の再開支援、雇用創出等）
（２）道路、港湾、海岸その他の公共施設の整備
（３）生活環境の整備（放射線からの安全・安心の確保、生活インフラの確保等）
（４）課税の特例（事業用設備等への投資、雇用促進等）
（５）居住の安定確保
（６）将来的な住民の帰還を目指す区域の復興及び再生に向けた準備のための取組
○県・関係市町村からの要請を踏まえ、原子力発電所の事故による避難地域を対象としたグランドデザ
インについても現在策定中。

（２）居住安定確保に向けた具体的な取組

福島復興
再生特別
措置法
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